
ご寄付ありがとう
ございました   <敬称略>
●ふるさと納税
☆武田　雅雄　　　     （10,000円）

●町づくりに役立ててと
☆堤　里美　　　　   （200,000円）

●特別養護老人ホーム「恵寿荘」
に役立ててと

☆高橋　満郎

　　（芋7.4㎏、大根180㎏、

　　　　　　　　   白菜14㎏、ごぼう8.1㎏）

☆ボランティアグループちょぼら　

　　　　　　（カット布5袋、紙パンツ1袋）

☆竹内　秋枝　　　　　   （古布1袋）

☆芽呂女性部　　　　　   （古布2袋）

☆奥田　守　　　　 （さつまいも1箱）

☆尾張　スキ子　  （古布段ボール1箱）

☆北所　直人　　　（じゃがいも15㎏）

☆澤田　益子　　　　（新品肌着1袋）

新冠町社会福祉協議会へ

▼福祉事業に役立ててと
☆芽呂女性部　　　　   （古切手1袋）

▼香典返しに代えて
☆榊　勝芳　　　　　 （50,000円）

☆浅妻　健一　　　　 （50,000円）

☆横山　康幸　　　　 （50,000円）

ひだか弁護士
相談センター

●受付時間　
　午前10時～午後4時

●お問い合わせ先　
　ひだか弁護士相談センター

　　　　緯0146・42・8373
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要
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りごとの相談に応じる 「法務局休

日無料なんでも相談所」を開設い

たします。

▼開設日時

　平成25年2月23日臥

　　午前10時から午後4時まで

▼開設場所

　札幌法務局　2階特設会場

　札幌市北区北8条西2丁目

　　　　　　　札幌第1合同庁舎

　（当日駐車場は使用できません）

▼相談内容

①土地・家屋に関する登記、会社

　に関する登記

②土地の測量、隣地との境界紛争

③地代・家賃の紛争における供託

④いじめ、虐待、インターネット

　によるプライバシー侵害等の人

　権に関する問題

⑤認知症高齢者等の権利擁護を図

　る成年後見制度

⑥遺言書の書き方

⑦クレジット・サラ金による多重

　債務、借金返済、自己破産など

▼相談対応者

　札幌法務局職員、司法書士、土

　地家屋調査士、公証人、人権擁

　護委員

●お問い合わせ先

　札幌法務局民事行政調査官室 

緯011・709・2311（内線2153）

ひきこもり家族の集い開催
　ひきこもりの子どもを持つ家族

の集い「ひだか青年期家族の集い」

が下記のとおり行われますので、

お知らせします。

～この会が目指すこと～　

産同じ悩みを持つ家族同士が、思

いを自由に語り合う。

産ひきこもっている本人への関わ

り方について学ぶ。

産仲間と話しをすることで、不安

や孤立感が解消される。

▼日時　2月14日牙13時半～

▼場所　北海道静内保健所

▼実施内容

　ひきこもりの子どもを持つ家　

族同士の交流や学習。

▼その他

　参加するには、開催日の2日前

までに申し込みが必要となります。

●お申し込み先・お問い合わせ先

　北海道静内保健所

　健康推進課精神保健福祉担当

緯0146・42・0251
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1月21日～2月20日は『北方領土
の日特別啓発月間』です！
～北方領土は日本固有の領土～
署名活動にご協力ください！

※役場1階フロアにおいて、北方領土返
還署名コーナーを設置しています。
　署名活動へのご協力をお願いします。

恵寿荘からのお願い
　恵寿荘では古布が不足していま
す。ご家庭で不要になった古布があ
りましたら恵寿荘に寄贈ください
ますようお願い申し上げます。
　寄贈に関しての問い合わせなど
は恵寿荘まで連絡ください。

　　　恵寿荘　緯0146・47・2355

新冠町奨学生募集のお知らせ
　平成25年度新冠町奨学生を次

により募集しますので、お知らせ

いたします。

▼応募資格

纂新冠町民又はその子弟であること。

纂対象校は高等学校、高等専門学

校、大学 （短期大学含む）、専修学

校、各種学校。

纂経済的理由により修学困難な世

帯であること。

纂身体が健康であること。

纂学業が優秀 （平均水準以上）で

性行が善良であること。

纂連帯保証人2名必要です。

▼連帯保証人の条件

纂同居の親族及び同居人以外の稼

働者とします。

　ただし、志願者が未成年者であ

るときは、内1名は保護者としま

す。

※保護者の方は子弟以外、他の奨

学生の連帯保証人になることはご

遠慮ください。

纂奨学生卒業時65歳未満の者。

纂税金等の滞納の無い者。

▼貸付額

纂高等学校、高等専門学校　　　

　　　　　　月額 3万円（限度額）

纂大学 （短期大学含む）、専修学校、各種学校

　　　　　　月額5万円（限度額）

▼応募期間

　平成25年3月1日画～

　　　　　平成25年3月29日画

▼出願方法等

　在籍する学校の学校長を経由し

て新冠町教育委員会に必要書類を

提出してください。（詳細は新冠

町教育委員会まで）

▼継続者について

　手続き等につきましては、後日

（平成25年3月上旬頃）新冠町

教育委員会から連絡があります。

●お問い合わせ先

　新冠町教育委員会管理課

  緯0146・47・2547（直通）

文芸にいかっぷ販売中
　新冠町の総合文芸誌 「文藝にい

かっぷ　第30号」が発刊されまし

た。興味のある方は、是非ご一読

ください。

　「文藝にいかっぷ」は、レ・コー

ド館図書プラザか豊巻商店で購入

することができます。

価格1冊700円

高年齢者雇用安定法が
施行されます
　急速な高齢化の進行に対応し、

高年齢者が少なくとも年金受給開

始年齢までは意欲と能力に応じて

働き続けられる環境の整備を目的

として、「高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律」（高年齢者雇用

安定法）の一部が改正され、平成

25年4月1日から施行されます。

　今回の改正は、定年に達した方

を引き続き雇用する 「継続雇用制

度」の対象者を労使協定で限定で

きる仕組みの廃止などを内容とし

ています。

　なお、お問い合わせにつきまし

ては、お近くのハローワーク又は

北海道労働局までお願いします。

≪改正ポイント≫

①継続雇用制度の対象者を限定で

　きる仕組みの廃止

②継続雇用制度の対象者を雇用す

　る企業の範囲の拡大

③義務違反の企業に対する公表規

　定の導入

④高年齢者雇用確保措置の実施お

　よび運用に関する指針の策定

●お問い合わせ先

　厚生労働省北海道労働局

　　　　　職業安定部職業対策課 

緯011・709・2311（内線3683）

「法務局休日無料なん
でも相談所」の開設
　札幌法務局では、札幌司法書士

会、札幌土地家屋調査士会、札幌

公証人会、札幌人権擁護委員連合

会と連携し、地域住民の皆さんの

日常における様々な悩みごとや困
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